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られることになります。 

◆１企業当たりの遡及支払

の平均額は 609万円 

厚生労働省は、労基署の監

督指導により、令和３年度

（令和３年４月～令和４年

３月）に不払いとなっていた

割増賃金が支払われたもの

のうち、支払額が１企業で合

計 100 万円以上である事案

をまとめて公表しています。

それによれば、1,069企業（前

年度比７企業の増）が 100万

円以上の割増賃金を遡及支

払しています。また、１企業

当たりの支払われた割増賃

金額の平均額は 609 万円、

1,000 万円以上の割増賃金

を支払ったのは 115企業とな

っています。 

◆賃金不払残業の解消のた

めの取組事例 

本取りまとめでは、あわせ

て賃金不払残業解消のため

の取組事例も紹介しており、

以下のようなものが挙がっ

ています。 

◎各施設の管理者を対象と

した労働時間の適正な管理

に関する研修会を実施。 

◎適正な労働時間管理に関

することを人事評価の項

目として新しく設けるこ

とや管理者が労働者に労

働時間を正しく記録する

ことについて継続的に指

導を実施。 

◎管理者が月に２回パソコ

ンの使用記録と勤怠記録

の確認を行い、２つの記録

に乖離がある場合につい

ては、労働者に乖離の理由

を確認。 

残業時間を過少申告する

風潮があることが原因とな

っている企業は少なくない

ようです。改めて自社の実態

を点検してみてはいかがで

しょうか。 

 

「インボイス制度」への対

応～東京商工リサーチの調
査より 
 

2023 年 10 月からインボイ

ス制度（適格請求書等保存方

式）が始まります。 

インボイス制度では、事前

に登録した事業者のみが適

格請求書（インボイス）を発

行できます。売主は買主から

要求されるとインボイスの

交付が必要になり、その写し

を保存する義務があります。

買主は交付されたインボイ

スを保存しておき、仕入税額

控除の申請に活用します。 

東京商工リサーチは８月

１日～９日に、「インボイス

制度」についての企業向けア

ンケート調査を実施しまし

た。 

◆「インボイス制度（適格請

求書等保存方式）」について

ご存じですか？ 

インボイス制度を「知らな

い」と回答した企業は 7.5％

（6,441社中、483社）にとど

まり、「よく知っている」

19.5％（1,257社）、「大体知

っている」49.0％（3,158社）、

「少し知っている」23.9％

（1,543社）を合わせた「知っ

ている」は 92.5％に達しまし

た。 

規模別では、「知らない」

は、大企業が 6.2％（988社中、

62 社）、中小企業が 7.7％

（5,453社中、421社）で、規

模を問わずインボイス制度の

認識は広がっています。 

 

◆インボイス制度導入後、免

税事業者との取引はどうする

方針ですか？ 

インボイス制度の導入後、

免税事業者との取引につい

て、「これまで通り」が 41.2％

（5,292 社中 2,181 社）と４

割超を占めました。一方、「免

税事業者とは取引しない」は

9.8％（523社）、「取引価格

を引き下げる」は 2.1％（115

社）と、１割強（11.9％）が

取引中止や取引価格の引下げ

意向を示しています。 

また、「検討中」は 46.7％

（2,473社）と、まだ半数近く

は取引方針を迷っており、免

税事業者への悪影響が広がる

可能性もあります。 

 

願いするとしています。 

また、現に入院している者

（高齢者施設に入所してい

る者を含む）は、発症日から

10日間経過し、かつ、症状軽

快後 72時間経過した場合に、

11 日目から解除が可能とな

ります（従来から変更なし）。 

 

◆無症状の場合は５日間に 

無症状の場合は、従来どお

り、検体採取日から７日間を

経過した場合には８日目に

療養解除が可能となります。

加えて、５日目の検査キット

による検査で陰性を確認し

た場合には、６日目から解除

が可能となりました。 

ただし、７日間が経過する

までは、感染リスクが残存す

ることから、検温など自身に

よる健康状態の確認や、高齢

者等ハイリスク者との接触、

ハイリスク施設への不要不

急の訪問、感染リスクの高い

場所の利用や会食等を避け

ること、マスクの着用等、自

主的な感染予防の徹底をお

願いするとしています。 

 

◆外出自粛制限も緩和 

 療養期間中の外出自粛に

ついては、有症状の場合で症

状軽快から 24 時間経過後、

または無症状の場合は外出

時や人と接する際は短時間

とし、移動時は公共交通機関

を使わないこと、外出時や人

と接する際に必ずマスクを

着用するなど自主的な感染

予防行動を徹底することを

前提に食料品等の買い出し

など必要最小限の外出を行

うことが可能となりました。 

 療養期間の解除が短縮さ

れても、引き続き基本的な感

染予防対策を徹底する必要

があります。 

 

賃金不払残業と解消のた

めの取組事例 
～厚生労働省「監督指導に

よる賃金不払残業の是正結

果（令和３年度）」より 
 

◆企業の賃金不払い 

賃金の不払いは、労働者の

生活に直結する大きい問題

であることから、最も労働基

準監督署（労基署）に相談が

寄せられやすいものの一つ

です。「残業時間に対して給

与が支払われない」という情

報をもとに、労基署から企業

に監督指導が実施されるケ

ースは多く、不適切な管理を

している企業は、このような

監督指導によって対応を迫

新型コロナウイルス感染

者の療養期間が短縮され

ました 
 

厚生労働省は、９月７日付

の自治体への事務連絡「新型

コロナウイルス感染症の患

者に対する療養期間等の見

直しについて」において、新

型コロナウイルス感染者の

療養期間を、現在の原則 10日

間から７日間に短縮するこ

とを発表し、同日から適用と

なりました。この事務連絡の

内容は以下のとおりです。 

 

◆症状がある場合は７日間

に 

 新型コロナウイルス感染

症の陽性者で有症状の場合

は、発症日から７日間経過

し、かつ、症状軽快後 24時間

経過した場合には８日目か

ら解除が可能となりました。 

ただし、10日間が経過する

までは、感染リスクが残存す

ることから、検温など自身に

よる健康状態の確認や、高齢

者等ハイリスク者との接触、

ハイリスク施設への不要不

急の訪問、感染リスクの高い

場所の利用や会食等を避け

ること、マスクの着用等、自

主的な感染予防の徹底をお
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